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１ 多賀城市給水条例について －給水装置工事関連抜粋－

（給水装置の定義）

第３条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するため

に市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結

する給水用具をいう。

(給水装置の種類)
第４条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(構造及び材質)
第５条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第

336号)第6条に定める基準に適合しているものでなければならない。
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(給水装置の新設等の申込み)
第６条 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令

で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者(以下

「工事申込者」という。)は、あらかじめ水道事業の管理者の権限を行う市

長(以下「管理者」という。)に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 管理者は、必要があると認めたときは、工事申込者に対し、当該工事に

関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(第三者の異議についての責任)
第７条 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令

で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の施行に関し、利害関

係人その他の者から異議があつたときは、工事申込者の責任とする。
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(新設等の費用負担)
第８条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水

装置の新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者

が特に必要があると認めたものについては、市がその費用の全部又は一

部を負担することができる。

(工事の施行)
第９条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指

定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行す

る場合は、あらかじめ市の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、か

つ、工事竣工後に市の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により、管理者が給水装置工事を施行する場合においては、

当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
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(給水管及び給水用具の指定)
第10条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水

装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると

認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」とい

う。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、

その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付

ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期そ

の他の工事上の条件を指示することができる。

3 略

(メーターの設置)
第16条 使用水量は、市の設置したメーターにより計量する。ただし、管理

者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

3 略
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(メーターの保管)
第19条 メーターは、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者

(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもつてメーターを管理しなけれ

ばならない。

3 水道使用者等が前項の管理義務を怠つたためにメーターを亡失し、又

はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(加入金)
第34条 給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増す場合に限る。以下こ

の条において同じ。)をする者から水道加入金(以下「加入金」という。)を徴

収する。

2 加入金の額は、別表第3に掲げる給水管の口径区分に応ずる金額に100
分の110を乗じて得た額とする。ただし、改造する場合の加入金の額は、新

口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額の差額とする。
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3 第16条第3項の適用を受ける者(市にメーターを寄附した者に限る。)の
加入金の額は、集合住宅等の各戸について前項本文の例により求めた額

の合計額と既納の加入金の額の差額とする。

4 第1項及び第2項の加入金は工事申込みの際、前項の加入金は適用申

出の際に徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、

工事申込み又は適用申出後に徴収することができる。

(水資源開発負担金)
第34条の2 市の給水を受けることとなる建築物(計画1日最大給水量が10

立方メートル以上のものをいう。)の建築(増築及び改築を含む。)又は宅地

(造成面積が1,000平方メートル以上のものをいう。)の造成をする者から計

画1日最大給水量に1立方メートル当たり42,000円を乗じて得た額に100分
の110を乗じて得た額の水資源開発負担金を徴収する。

2 前項の水資源開発負担金は、市の給水に関する協議又は給水の申込

みの際徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、協

議又は申込み後徴収することができる。
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(手数料)
第35条 手数料は、別表第4の区分により申込者から申込みの際これを徴

収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、協議又は申

込み後徴収することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)
第38条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、

水道法施行令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合

していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給

水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止す

ることができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業

者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約

の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。

ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な

変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合して

いることを確認したときは、この限りでない。
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直結協議、受水槽式給水、開発協議に該当する工事の時は、申込書提出

前に協議が必要です。

１）直結協議

３階建建築物、口径２５ミリ以上の場合は、「直結給水事前協議申請

書」を作成し、水理計算書や平面図等の資料を添付してください。

「給水装置の水圧や水量は確保されているか」「給水管のサイズは適

正か」などを、申込書提出前に確認します。

※口径２５ミリ以上でも２階建て以下の戸建てや共同住宅の給水装置

については、 直結給水事前協議を省略し、給水装置工事申込書に水理

計算書等の資料を添付することにしています。
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２ 申込書提出前の協議について



２）受水槽式給水について

受水槽式給水の場合は、「受水槽式給水についての協議

書」に水理計算書や受水槽の図面等の資料を添付してくだ

さい。

３）開発協議について

開発行為による給水の場合は、 「開発行為事前協議書」

を都市産業部都市計画課に提出してください。

「開発行為事前協議書」を作成するにあたり、上下水道部

の担当者と帰属される配水管の施工方法、ドレンの位置、

給水管の分岐方法などについて打合せを行ってください。

11



12

令和2年度以降、メールによる事前確認、郵送による申込み・竣工検査

受付等を実施しています。

設計審査・施工の承認まで時間を要するため、工期の着工日は、申込

を受理した日から起算して中３日（土曜・祝祭日を含まない）を空けて、４

日目以降の日付を記入願います。

※相談等がある場合は窓口にお越しいただいて構いません。

（１） 工事申込み受付業務

時間 午前９：００から１２：００まで
午後１：００から３：００まで

（メーター払出し、断水等受付業務も同じ）

３ 給水装置工事申込・竣工検査受付



（２） 竣工検査業務

曜日 週２回 火・木曜日

午前 ９：３０～１０：００ 午後 １：３０～２：００

１０：００～１０：３０ ２：００～２：３０

１０：３０～１１：００ ２：３０～３：００

１１：００～１１：３０ ３：００～３：３０
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竣工検査の届出は、メールによるチェックが完了したものを郵送し、市で

竣工届を収受した日から中３日（休業日を含まない）以降に、竣工検査を実

施します。（火曜日検査希望の時は前週の水曜日まで、木曜日検査希望の

時は前週の金曜日まで届くようにしてください。）

竣工検査は施主への引渡し前までに受けてください。

※急ぎの場合は窓口にお越しいただいて構いません。
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給水装置工事申込書等は

１ 多賀城市HPの、トップ
ページから、右下の電子
行政サービスの申請書
ダウンロードをクリック
（以下「➡」で表示。）

２ 『申請書・届出書等一
覧』のページへ➡

３ 申請書・届出書など一
覧の中の水道➡

４ 給水装置申込書関係
様式

にあります。

４ 給水装置工事
申込書関係様
式について



• 給水装置関係様式一覧

• 給水装置工事申込書および施工計画書の記入例

• （様式第1号）給水装置工事申込書 *記入例

• （様式第2号）給水装置工事設計変更申込 *記入例

• 給水装置工事施工計画書 *記入例

• （様式第3号）給水装置工事申込取消届 *記入例

• （様式第4号）給水装置工事竣工届 *記入例

• 給水装置台帳、 *記入例

• （様式第5号）給水装置工事再検査申込書 *記入例

• （様式第13号）給水装置工所有者変更届 *記入例

• 一時給水使用願出書 *記載例

• 給水装置廃止届 *記入例
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多賀城市のホームページ 「 給水装置工事申込書関係様式 」 に下記の様
式が記載されていますので、この様式を使って申請してください。用紙の
厚さに指定があるので確認して提出してください。



（１） 給水装置の種類・工事種別

該当箇所以外を二重線で削除する方法で記載します。

（２） 設計審査・施工の承認まで時間を要するため、工期の着工

日は、申込を受理した日から起算して中３日（土曜・祝祭日を

含まない）を空けて、４日目以降の日付を記入願います。

（３） 利害関係人の同意、委任者及び受任者の記名を確認後、

精査して提出願います。

（４） 工事が新設及び改造の場合は、建築確認済証の写しを

添付願います。

（５） 押印に関し、資料２以降は資料１を参考に作成してください。
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給水装置工事申込書（資料１）作成上の留意点

※詳しい記載方法は、多賀城市HP内の記入例を参考にしてください。

５ 給水装置工事申込について
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給水装置工事申込書
（資料１）



（１） 工事概要欄の①工事種別から⑪その他までの項目の該当

箇所以外を二重線で削除願います。

⑥ メーターの位置及び⑦止水栓の位置も記入願います。

（２） 施工計画書の位置図は、場所が明確に判断出来るものとし、

のり付けは不可とします。

（３） 施工計画書の平面図の給水装置表示方法は、既設管は

赤色破線、新設管は 赤色実線で記入願います。

（４） 給水装置の所有者変更等、権利譲渡が必要となる物件に

ついては、給水装置工事申込書に給水装置所有者変更届（

資料３）や宅地内引込管譲渡書（資料４）を添付してください。
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給水装置工事施工計画書（資料２）作成上の留意点



（５） 市の配水管から直接ではなく、共同管や第三者の給水管

から分岐（せん孔）して、給水管を引込む場合は、給水管・

共用管分岐承諾書 （資料５）を添付してください。

（６） 給水装置の所有者変更（親族を除く）が伴う工事で、市の

配水管から直接ではなく、共同管や第三者の給水管から宅

内に分岐されている給水管を利用する場合は、給水管・

共用管使用承諾書（資料６）を添付してください。

（７） 第三者の土地に給水装置を設置する場合は、土地使用

承諾書（資料７）を添付してください。

（８） 給水装置工事チェックシート（事前・申込み） （資料８）で、

提出前に書類の内容をチェックしてから提出してください。
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※詳しい記載方法は、多賀城市HP内の記入例を参考にしてください。



給水装置工事施工計画書（資料２）
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所有者変更届
（資料３）
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※売買等で旧所有者の署名

が難しい場合には、住所・

氏名を記載し、売買契約書

の写し又は登記簿の写しを

添付願います。

旧所有者が亡くなっている

場合には住所・氏名のみを

記載し、添付資料不要です。

上下水道部で確認します。



宅地内引込管譲渡書
（資料４）
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給水管・共用管分岐
承諾書 （資料５）
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給水管・共用管使用
承諾書（資料６）
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土地使用承諾書
（資料７）
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給水装置工事チェックシート（事前・申込み） （資料８）
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給水装置工事申込書に記載した内容について変更がある

場合は「給水装置工事設計変更申込書」（資料９）に変更設計

図面を添付して提出してください。

（１） 被分岐管に変更がある場合。

（２） 口径・所有者（配水管・私管）の変更。

（３） 分水から既設管再使用に変更する場合。

（４） 既設分水栓再使用から分水に変更する場合。

（５） 取出し口径を変更する場合。

６ 給水装置工事の設計変更について
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給水装置工事
設計変更申込書
（資料９）
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給水装置工事変更
申込書の記入例



（１） 送水管及び異形管からは分岐できません。

（２） 被分岐管が管網を形成している場合は、被分岐管の１
段落ち、受水槽式給水は２段落ちまでの口径とします。

（３） 被分岐管が行き止まりの場合は、直結式給水・受水槽
式給水とも２段落ちまでの口径とします。

（４） 給水管を分岐して取出す場合は、他の分岐箇所から３０
cm以上離してください。

（５） 道路（公道）の交差点内での分岐は不可とします。

（６） 同一敷地内への取出しは、原則１箇所とします。

（７） 道路内の給水管は、口径２５㎜以上とします。

７ 分岐の制限について
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（１） 埋設管の保護

道路内及び宅地内のＰＰ配管は、保温チューブ（給水用）で

保護してください。

（２） 道路及び通路に布設する共用管で、口径３０㎜以上の場

合は、末端に排水設備（口径２５㎜以上、逆止弁付き）を設

置願います。

（３） 給水管（非金属管）を道路内に布設する場合は、管明示

シートを設置してください。

８ 配管工事の留意点
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（４） 市道、公共物以外の埋設深度

31

埋設場所 口 径 埋設深度 備 考

通路 ２０㎜以上 ６０㎝以上 私道（専用・共用）

通路・
宅地

５０㎜以上 ６０㎝以上

専用通路含む

４０㎜以下 ４５㎝以上

※埋設場所が道路（国道・県道・市道）の場合は、道路管理者等の条件による。



（１） 断水について

・原則毎週月曜日または水曜日です。多賀城市管工事業

協同組合または上下水道部担当職員が立会います。

・時間帯については、各曜日とも午後１：３０からとし ます。

（２） せん孔について

・穿孔作業は、多賀城市管工事業協同組合が行 います。

・事前に道路占用許可等を受けて下さい。

（３） 断水・せん孔時の確認事項

・作業やせん孔作業で道路上を掘削する時は、電気、ガス、

下水道、工業用水等の他の埋設物がないか事前調査の

上、実施してください。

９ 断水・せん孔について
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遊離残留塩素の測定

※ 残留塩素の測定は、せん孔取出し工事の際には分岐部に
おいて、工事完了後は末端給水栓において行い、間違い
なく上水道管からの分岐であることを確認します。
なお、遊離残留塩素の測定値は、0.1mg／L以上です。

（分岐せん孔後）

（遊離残留塩素の測定）

（工事完了後）



（１） 年号（令和）を入れた年月日としてください。

（２） 委任者、受注者の住所・氏名を確認してください。

（３） 給水装置主任技術者の免状交付番号・氏名を確認してく

ださい。

（４） 給水装置工事竣工届及び給水装置台帳等（以下「竣工

届」という。）を提出後、現地で竣工検査を実施しますが、

事前に提出いただいた竣工届出等の書類検査をおこない

ますので、 竣工届等を提出した日から原則中３日を空けて

ください。

１０ 給水装置工事竣工関係について
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給水装置工事竣工届（資料１０）作成上の留意点



給水装置工事竣工届
（資料１０）
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（１） メーター上流側の使用材料の記入にあたっては竣工図と

名称・規格・数量の整合がとれているか確認してください。

（２） 位置図はのり付け不可です。

（３） 平面図は縮尺１/１００または１/１５０としてください。給水

装置の記入にあたっては既設管部分は赤色破線、新設管部

分については、赤色実線で記載願います。点検口は青色実

線で記載願います。

（４） 平面図もアイソメ図も、配水管からの分岐部分から記載し

てください。 （既存管再利用の場合も含む。）

（５） せん孔した場合、平面図には、分岐した配水管の深度、位

置を記入してください。
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給水装置台帳（資料１１）作成上の留意点



（６） 平面図にはメーター、止水栓位置のオフセットを記入して

ください。計測にあっては隣地境界、官民境界等から計測し、

境界が不明確なときは、構造物等のような現況が変わらな

いところから計測願います。

（７） 給水装置台帳が複数枚になる場合には、別紙を作成して

構いません。図面が台帳に収まらない場合は、必要に応じて

大きくしても構いません。その場合、Ａ４サイズに折りたたん

で添付するか、Ｂ５サイズに折りたたんで袋に入れて提出し

てください。

（８） 給水装置工事チェックシート（竣工検査）（資料１２）で、提

出前に書類の内容をチェックしてから提出してください。
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給水装置台帳（資料１１）
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給水装置工事チェックシート

（竣工検査） （資料１２）
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写真については以下の点に注意して撮影してください

（１） 水圧試験の写真 （試験水圧１．０Mpa 但し、改修工事

で水圧試験の範囲内に既設の給水栓や器具が接続され

ている時は、０．７５Mpaとする。）

開始時刻の写真と１０分後の終了時刻の写真

（２） 常用水圧の写真

（３） 屋外埋設状況の写真

埋設状況写真については、保温、防食等を完了し、埋め

戻す直前の状態で撮影して下さい。

ロッド（定規）を立て、撮影する場合は、直立させ計画地

盤線までの高さを計測願います。

40

添付写真の留意点



（４） 屋内配管状況（床下配管部、立上がり配管部ヘッダー接

続部、管の固定状況等の写真

（５） その他の写真は「１０ 竣工写真の参考例」を参照願いま

す。
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添付写真の留意点



使用材料

１１ 竣工写真の参考例
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不凍水栓部埋設状況
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電動水抜栓設置状況
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止水栓からメーター設置状況

45



鋼管(SGP)や銅管(CP)使用時、防食テープ巻状況
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内部立ち上がり状況
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ヘッダー配管設置状況

48



配管端部保護状況
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床配管固定状況
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洗面所立ち上がり状況
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２階立ち上がり状況
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量水器配管状況
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水圧試験状況
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（１） 一般家屋等（一般）

・オフセット 止水栓、量水器まで計測します。

（現場と図面の寸法に誤りがないよう測量

願います。）

・水圧試験 共同住宅については、現地で確認します。

・水質検査 遊離残留塩素等の測定します。

・蛇口の数 竣工図面を基に建物内部を確認します。

・内部配管 給水管が構造物の基礎及び壁等を貫通

部の確認をします。

１２ 給水装置工事竣工検査留意点

55



56

検査のポイント
(ｱ) 給水装置工事の竣工図書と実施工事との照合

〔分岐箇所からメーター下流側継手までの管種、口径、延長、配管〕

(ｲ) 分岐、分岐止め箇所
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(ｳ) 分岐部のオフセット

(ｴ) メーター、止水栓等の設置位置及び取付け状況
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(ｵ) 使用材料等

(ｶ) 給水管の埋設深度
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(ｷ) 保護、保温工及び埋め戻し状況

(ｸ) 受水槽（受水槽式給水の場合）

(ｹ) 水圧試験（分岐部から給水栓まで。アパートの場合）
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(ｺ) メーター下流継手から給水栓までの配管状況

(ｻ) 逆止弁、水抜き栓の機能試験
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(ｼ) 水質（残留塩素の測定）
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事故例１ 給水管漏水に伴うサンドエロージョン現象によるガスの供給停止

１３ 給水装置工事事故事例
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事故例２：工業用水道との誤接合（クロスコネクション）
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事故例３ 強風による工事看板等の飛散事故


